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議  題 １ 令和２年９月定例会の運営について 

 

午前９時３０分 開会 

 

○委員長【相馬欣行議員】  おはようございます。ただいまから議会運営委員

会を開会いたします。 

 ここで、議長から御挨拶をお願いいたします。 

○議長【舘大樹議員】  皆さん、おはようございます。今定例会につきまして

は、４年に一度実施される日程となっております。お盆休み最中も本会議が予定

されておりますけれども、各自、上手に時間をやりくりしながらお臨みいただけ

ればと思っております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○委員長【相馬欣行議員】  次に、総務部長から、執行者側の議案説明をお願

いいたします。 

○総務部長【吉川武士】  おはようございます。本日は、８月１３日木曜日に

招集いたします伊勢原市議会９月定例会の市長提出議案等について説明させてい

ただきます。 

 ９月定例会に提出いたします議案等は、決算の認定議案が１件、条例議案が 

１件、補正予算議案が１件、報告案件が４件の合計７件でございます。 

 初めに、決算の認定１議案につきまして御説明申し上げます。決算書５ページ

を御覧ください。 

○議案第３５号 令和元年度伊勢原市公共下水道事業会計決算の認定について 

 地方公営企業法第３０条第４項の規定により、遅くとも当該事業年度終了後 

３か月を経過した後において最初に招集される定例会で議会の認定に付す必要が

あることから、本定例会にて、監査委員の意見を付してその認定をお願いするも

のでございます。 

 ６ページ、７ページをお開きください。初めに、収益的収支についてでござい

ます。今回は公営企業会計を適用後、初めての決算となり、前年度比較ができな

いことから、予算と決算の対比で御説明させていただきます。収入における  

第１款下水道事業収益の最終の予算現額は３４億４２２万円、決算額は３４億   

６２９２万５６３３円となり、予算現額に対する収入率は１０１．７％となりま

した。次に、支出における第１款下水道事業費用の最終の予算現額は３３億  

９２２５万９０００円、決算額は３２億３３４６万２９４３円となり、予算現額

に対する執行率は９５．３％となりました。なお、９０９０万円は翌年度に事故

繰越いたします。 

 続きまして、８ページ、９ページをお開きください。資本的収支についてでご

ざいます。収入における第１款資本的収入の最終の予算現額は２６億７２１７万

６０００円、決算額は２１億５５１６万７６６０円となり、予算現額に対する収
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入率は８０．７％となりました。次に、支出における第１款資本的支出の最終の

予算現額は３３億４５４５万７０００円、決算額は２８億７４２８万７２９６円

となり、予算 現 額 に 対す る 執 行率は８５．９％となりました。なお、３億   

８５１７万７３００円は翌年度に建設改良繰越いたします。 

 以上が、決算の認定１議案についての説明でございます。 

 次に、条例１議案について、御説明申し上げます。議案書１ページを御覧くだ

さい。 

○議案第３６号 伊勢原市税条例の一部を改正する条例について 

 新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者等に及ぼす

影響の緩和を図るために、地方税法の一部が改正されたことに伴い、個人市民税、

固定資産税等に係る特例措置を講じる必要が生じたため、提案するものでござい

ます。 

 ２ページ、３ページに改正条例案、４ページから７ページに新旧対照表、８ペ

ージから１２ページに改正要旨を掲載しておりますので、御確認くださるようお

願いいたします。 

 次に、補正予算１議案につきまして、御説明申し上げます。補正予算及び予算

説明書３ページを御覧ください。 

○議案第３７号 令和２年度伊勢原市一般会計補正予算（第６号） 

 第１条歳入歳出予算の補正といたしまして、既定の予算総額に６億７４１９万

４０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を４５５億４３６５万９０００円とす

るものでございます。 

 それでは、歳出予算の補正内容から御説明いたしますので、１８ページ、１９

ページをお開きください。説明欄に沿って御説明いたします。 

 まず、３款民生費です。児童コミュニティクラブ事業費追加８５０万円、公立

保育所運営管理費追加１００万円、病児・病後児一時保育事業費追加５０万円、

教育・保育推進事業費追加９５０万円は、国で創設された新型コロナウイルス感

染症緊急包括支援交付金を活用し、児童コミュニティクラブや保育施設等の感染

症対策のための取組と環境整備を行うものでございます。 

 次に、６款商工費です。伊勢原市プレミアム付商品券事業費計上１億２０２７

万５０００円は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、売上げが減少してい

る地域商店等における消費を活性化し、地域経済の回復や観光振興を促進するた

め、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、プレミアム付

商品券の発行事業に対する助成を行うものでございます。 

 次に、９款教育費です。２項小学校費の感染症対策・学習保障等事業費追加 

１９５０万円及び２０ページ、２１ページの３項中学校費の感染症対策・学習保

障等事業費追加８５０万円は、補正予算第５号でお認めいただきました小中学校

における感染防止対策に係る経費について、補助上限額の算定基準となる学校規

模の範囲が修正されたほか、本市が加算地域に該当することから、補助上限額が
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増額となることを受け、各校への配分額を増額するものでございます。 

 ２項小学校費の小学校情報教育推進事業費追加３億３９９９万８０００円及び

３項中学校費の中学校情報教育推進事業費追加１億６６４２万１０００円は、国

が進めるＧＩＧＡスクール構想実現に向け、小中学校の児童生徒１人に１台の学

習用コンピューターを整備するとともに、ネットワーク接続に必要な経費等を追

加するほか、緊急時における家庭でのオンライン学習のためのモバイルルーター

やカメラ等、ネットワーク環境の整備に必要な経費を追加するものでございます。 

 続きまして、歳入予算の補正内容について御説明いたしますので、１６ページ、

１７ページにお戻りください。説明欄に沿って御説明いたします。 

 まず、１５款国庫支出金です。学校保健特別対策事業費補助金追加、小学校費

補助金９７５万円及び中学校費補助金４２５万円は、それぞれ小学校費及び中学

校費の感染症対策・学習保障等事業費追加の財源でございます。 

 次に、公立学校情報機器整備費補助金計上、小学校費補助金１億５１３２万円

は小学校情報教育推進事業費追加の財源で、中学校費補助金７４６９万７０００

円は中学校情報教育推進事業費追加の財源でございます。 

 次に、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金計上２億３０５万 

７０００円は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のうち、交付

決定された１次分を計上するものでございます。２次分につきましては現在、調

整中であり、本交付金の活用が可能な事業実施の財源として、今後、予算計上を

予定してございます。 

 次に、１６款県支出金です。新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金計

上１９５０万円は、児童コミュニティクラブ事業費、公立保育所運営管理費、病

児・病後児一時保育事業費及び教育・保育推進事業費追加の財源でございます。 

 次に、１９款繰入金です。財政調整基金繰入金追加２億１１６２万円は、今回

の補正により生じる一般財源の不足に対応するものでございます。 

 以上が、補正予算１議案についての説明でございます。 

 次に、報告案件４件につきまして御説明申し上げます。決算書４９ページを御

覧ください。 

○報告第１１号 令和元年度伊勢原市公共下水道事業会計継続費精算報告書の報 

        告について 

 地方公営企業法施行令第１８条の２第２項の規定により、平成３０年度、令和

元年度の２か年の継続費予算を設定して事業を実施いたしました終末処理場整備

事業費に関する継続費の精算につきまして報告するものでございます。 

 ５０ページ、５１ページに公共下水道事業会計継続費精算報告書を掲載してお

りますので、御確認くださるようお願いいたします。 

 議案書１３ページを御覧ください。 

○報告第１２号 令和元年度伊勢原市公共下水道事業会計決算に基づく資金不 

        足比率の報告について 
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 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、令和

元年度決算に基づく資金不足比率につきまして、監査委員の意見を付して報告す

るものでございます。 

 １４ページを御覧ください。資金不足比率につきましては、赤字額が生じてい

ないため、横棒で表示しております。 

 次に、１５ページを御覧ください。 

○報告第１３号 専決処分の報告について（損害賠償の額の決定及び和解） 

 令和元年１２月１３日に発生いたしました物損事故の損害賠償の額の決定及び

和解について、市長の専決事項の指定についてに基づき専決処分をいたしました

ので、地方自治法第１８０条第２項の規定により報告するものでございます。 

 事故の概要は、１６ページを御覧ください。総務部職員が、公用車で相手方敷

地に隣接する丁字路を左折しようとした際、車両左側後部が相手方の石垣に接触

し損傷を与えたものです。本市と相手方の過失割合は、市側１００％であり、相

手方物件修理費に係る本市賠償額は２９万３７００円となります。なお、本市賠

償額につきましては、任意保険により補塡されます。 

 次に、１７ページを御覧ください。 

○報告第１４号 専決処分の報告について（損害賠償の額の決定及び和解） 

 令和２年２月４日に発生いたしました道路の管理の瑕疵による事故の損害賠償

の額の決定及び和解について、専決処分をいたしましたので、報告するものでご

ざいます。 

 事故の概要は、１８ページを御覧ください。相手方車両が市道区域内のＵ字溝

グレーチング部分を走行中、グレーチングが跳ね上がり、相手方車両に損傷を与

えたものでございます。本市と相手方の過失割合は、市側１００％であり、相手

方車両修理費等に係る本市賠償額は４万９５００円となります。なお、本市賠償

額につきましては、道路賠償責任保険により補塡されます。 

 以上で、９月定例会に提出いたします議案等についての説明を終わります。 

 なお、追加議案等といたしまして、消防指令業務の共同運用に係る協議会設置

に向けた秦野市・伊勢原市消防通信指令事務協議会規約に関する協議に係る議案

１件、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づき算定される令和

元年度決算に基づく健全化判断比率に係る報告案件１件につきまして、議案を追

加提出させていただく予定でございます。 

 説明は、以上でございます。 

○委員長【相馬欣行議員】  ただいま総務部長から説明がありました内容につ

いて、質疑等があればお伺いいたします。（「なし」の声あり） 

 以上で、執行者側の議案説明を終了いたします。 

 次に、議会側処理事項を議題とし、事務局から内容を説明いたします。局長。 

○議会事務局長【小林幹夫】  それでは、お配りしてございます議会運営委員

会、議会側処理事項（８月６日）を御覧ください。１請願・陳情の受理状況につ
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きましては、陳情が２件提出されております。内容は、配付いたしました資料の

とおりでございます。 

○委員長【相馬欣行議員】  次に、議案等の委員会付託についてを議題とし、

事務局から内容を説明いたします。局長。 

○議会事務局長【小林幹夫】  正副委員長と協議の上、付託表の案を作成し、

お配りしてございますので、御覧ください。 

 市長提出議案第３５号から議案第３７号までの３件のうち、議案第３５号につ

いては産業建設常任委員会に付託、議案第３６号及び議案第３７号については付

託省略、陳情は２件で、陳情第５号は総務常任委員会に付託、陳情第６号は産業

建設常任委員会に付託、以上でございます。 

○委員長【相馬欣行議員】  ただいま説明した内容について、質疑、意見があ

ればお伺いいたします。（「なし」の声あり） 

 それでは、お諮りいたします。議案等の委員会付託については、配付した付託

表のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

          （「異議なし」の声あり） 

 

○委員長【相馬欣行議員】  御異議ありませんので、付託表のとおり決定いた

します。 

 次に、会期の決定についてを議題とし、事務局から内容を説明いたします。局

長。 

○議会事務局長【小林幹夫】  会期の決定につきましては、過日原案をお示し

し、御了解を頂いておりますので、その内容に基づいて日程案を作成し、お配り

してございますので、御覧いただきたいと思います。会期につきましては、８月

１３日から９月４日までの２３日間でございます。 

・８月１３日 本会議 提案説明 

・８月１４日 一般質問通告期限正午 

・８月２０日 本会議 議案審議 

・８月２４日 委員会・付託審査 

（総務常任委員会、午前９時３０分） 

・８月２６日 委員会・付託審査 

（産業建設常任委員会、午前９時３０分） 

・８月３１日 本会議 一般質問 

・９月 １日 本会議 一般質問 

・９月 ２日 本会議 一般質問 

・９月 ４日 本会議 最終日 

 以上でございます。 

 なお、教育福祉常任委員会に付託案件が出た場合には、再度協議いたします。 



6 

 以上です。 

○委員長【相馬欣行議員】  それでは、お諮りいたします。会期の決定につき

ましては、配付した内容のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

          （「異議なし」の声あり） 

 

○委員長【相馬欣行議員】  御異議ありませんので、配付した内容で、８月 

１３日の本会議において、議長からお諮りいたします。 

 本日予定した案件については以上でありますが、その他に何か発言があればお

伺いいたします。（「なし」の声あり） 

 それでは、以上をもちまして、本日の議会運営委員会を閉会いたします。お疲

れさまでした。 

 

午前９時５２分 閉会 

 

 上記会議録は事実と相違ないので署名する。 

 

 

  令和２年８月６日 

 

                       議会運営委員会 

                       委員長 相 馬 欣 行 


